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Ⅰ．法人の経営理念 

 １．経営理念 

  (1)私たちの使命 

私たちは、私たちが活動する地域社会において、自分や自分の大切な人が抱える心

身の障害や生活環境上の問題によって、様々な「不自由」「生きにくさ」を現に経験

し、または経験するだろうリスクを有する人々に対して、適切な専門性の担保された

養護、介護、及びこれに関連する諸サービスを提供することを通じて、誰もが自分の

存在に誇りを持ち、生きる喜びを享受するとともに、自分の家族や隣人の存在を素直

に喜ぶことができる社会づくりに貢献します。 

  (2)私たちの目指す姿 

      私たちは、常に前向きであり、成長すること、困難に立ち向かうこと、人の幸福に

貢献することにこのうえのない喜びを感じる職員集団による、調和と活力に満ちた働

きによって、私たちが活動する地域社会において、養護、介護、及び関連する諸サー

ビスのもっとも信頼される提供者となることを目指します。 

   (3)私たちの信念 

尊厳・・私たちは、すべての人間は、一人ひとりが「かけがえのない存在」であり、 

      生きる価値を有するということを信じます。 

公正・・私たちは、私たちが地域社会において存在するためには、私たちの行う 

      活動が常に公正なものでなければならないと信じます。 

有能・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、私たちが、私たちの能力を 

常に向上させるために努力し、私たちの提供する養護、介護、及びこれに関 

連する諸サービスをより効果的なものとすることが必要であると信じます。 

協働・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、私たちが、私たちの活動す 

る地域社会に根を張り、地域社会を育てるとともに、地域社会に支えられる

という、協働の精神を重んじるべきであると信じます。 

革新・・私たちは、私たちの使命を実現するためには、既成概念にとらわれず、新 

しい発想のもとで組織運営に取り組む努力が永続的に必要であると    

信じます。 
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Ⅱ．事業構成及び組織図 

 １．法人の組織図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（註）    は連絡・調整・伝達の関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長・業務執行理事 

理事会 

評議員会 

監事 

えびな南 

高齢者施設 

中心荘 

第一・第二 

老人ホーム 

えびな北 

高齢者施設 

相模原南 

児童ホーム 

中心 

子どもの家 

総務部 



- 3 - 
 

 

 ２．事業所の組織図 

 

総務部 

 

（１）組織構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．部署別業務分掌 

部署 主な業務 

共通 

◯理事会・評議員会開催に関すること 

◯法人に関する各種申請・届出 

◯新規事業準備等に関すること 

◯社会貢献活動に関すること 

○法人規則・規程の制定または改廃について 

会計担当 
◯資産の管理に関すること 

◯予算・決算・月次報告に関すること 

人事労務担当 

◯職員の労務管理に関すること 

◯職員に関する各種届出 

◯職員の福利厚生に関すること 

◯職員募集に関すること 

◯法人全体の職員の教育・訓練に関すること 

事務職員 事務職員 

総務部長 

総務課長 

（人事） 

総務課長 

（会計） 
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Ⅰ．法人の経営方針 

 介護事業全体で、資金収支差額が 2019 年度 28,910,822 円の黒字、2020 年度で

13,260,712 円の赤字の経過をたどったが、コロナ禍の下での在宅福祉事業の利用低迷な

どの影響を受けて、2021 年度（3 月補正段階）には 77,934,847 円の赤字となり、状況の

厳しさがさらに深まっている。 

本年度も引き続き、利用率の向上、各種加算の確保等による収入増を図るとともに、時

間外勤務の削減、非正規職員配置の抑制等による人件費をはじめとする支出減を図ること

により、財務の健全性を回復することが重要な課題である。 

 コロナ禍の影響が労働市場に徐々に及ぶ中で、2020 年度に続き、2021 年度も介護人材

の確保が徐々に進み、また、ＥＰＡ（経済連携協定）によるインドネシアをはじめとする

外国人材についても積極的な募集により、コロナ禍による入国制限等による入職の遅れは

あったものの、ある程度の確保が進んできた。今年度は引き続き直接雇用人材の確保に努

め、これまでやむを得ず縮小してきた一部事業の規模回復を、できるだけ早期に実現する。 

 児童福祉分野においては、財務状況は健全な状態が継続している。他方でコロナ禍の影

響により、2020 年度中の採用活動も思いどおりには進まず、2021 年度も最低基準は確保

できたものの、措置費加算基準を一部欠く状況スタートしたが、2022 年度に向けての採

用では、やや状況の改善が見られた。今年度も 2023 年度に向けて、さらに採用活動を強

化する。 

しかし、より大局的には少子化の趨勢は持続することから、介護・児童両分野ともに、

人材の確保と定着の促進は、引き続き重要な課題である。 

 老朽施設・設備の更新は焦眉の課題であるが、累年の財政難の下で抜本的な改善を図れ

ずにきた。とくに築 42 年に達した中心荘第一老人ホーム、築 37 年に達した中心荘第二老

人ホームについては、これまで、全面的な建て替えを構想する中で、最小限の補修、更新

にとどめてきたものの、財務状況の好転が見込めない中で、2021 年度は、全面的な建て

替えから、大規模改修による建物・設備の延命に方向性を転換する方針で地元行政との協

議に入ったが、期待通りの成果がなく、協議は停滞している。今年度も継続して地元市と

の協議を重ね、見通しを得たい。 

  

 

Ⅱ．法人の重点課題 

１．事業経営の安定確保 

⑴介護事業の安定的経営 

 稼働率を一層高め、収支を安定させ、効率化を図り、介護事業全体として２％程度の黒

字を確保することを目指す。 

⑵児童福祉事業の安定的経営 

 各種の職員配置加算にかかる収入（措置費、市補助金）を確保するために職員の確保に

注力し、児童福祉施設のみで、５％の黒字を確保することを目指す。 

 

２．サービスの質の継続的改善 

 各事業所の所長（利用者処遇に関する業務執行理事）等のリーダーシップにより、各事

業所の特性に即した品質マネジメント活動の継続的改善を進める（各事業所の事業計画を

参照）。 
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３．職員の充実 

⑴経営理念（ミッション、ビジョン、バリュー）の浸透 

 経営理念（ミッション、ビジョン、バリュー）の浸透は、人材育成の枢要である。各事

業所・部において、所長・部長（教育・訓練に関する業務執行理事）が主体となって、経

営理念を単なる標語ではなく、職員の日常の業務実践と結びつけて職員に理解させること

に注力する（各事業所の事業計画を参照）。 

⑵人事制度の改革 

 2021 年度、正規職員の人事制度の改革を実施し、人事考課制度を基軸とした新制度に

転換した。これに引き続いて 2022 年度には、2021 年度中に準備を進めてきた非正規職員

の人事制度の改革を施行する。 

⑶資質向上、資格取得支援 

 法人の研修受講支援制度、資格取得支援制度を活用して、職員の資質向上、資格取得を

促進する。 

⑷職員研修の充実 

各事業所・部において所長・部長（教育・訓練に関する業務執行理事）のリーダーシッ

プのもと、内部研修を着実に実施する（各事業所の計画を参照）。 

また、同じく各事業所・部において所長・部長のリーダーシップのもと、上司と部下と

のコーチング面談を、新たな人事制度と結び付けて、より実効性のあるものにしてゆく。 

さらに、コロナ禍の影響により２か年にわたって実施できなかった法人全体の統一的研

修である「エルダー研修」について、コロナ禍の収束状況に留意しつつ再開を図り、新規

採用者を対象とした先輩職員による個別支援を強化する。 

⑸ワークライフバランスの確保 

育児・介護休業制度の適正な運用、有給休暇の取得促進等により、職員のワークライフ

バランスの確立を図る。 

 

４．人材確保 

 継続する人材難に対応して、新規人材の発掘、採用とともに、既存職員の定着、新規人

材の確保に一層注力する。 

⑴正規職員の人事制度改革に続き、非正規職員の人事制度改革を実施に移す。 

⑵職員が新たに職員となる人材を紹介したときに「人材確保協力奨励金」を支給する制度

について職員の理解を促進し、職員による人材確保への協力を奨励する。 

⑶育児休業、介護休業の制度利用を促進し、職員の定着推進（離職防止）を図る。 

⑷上司と部下、同位者相互間のコーチング面談を普及し、職員の職場に対する納得と理解

を高めることにより、定着促進を図る。 

⑸ＥＰＡを含む外国人人材の導入を拡大する。 

⑹「特定技能」外国人人材の獲得、活用については、さらに情報収集、研究を進めるが、

その要否を含めて慎重に検討する。 

  

５．事業の着実な実施 

⑴コミュニティケアおおや（高齢者住宅）の入居者確保 

 コミュニティケアおおや（高齢者住宅）の入居率は、2020 年度に続き 2021 年度もおお

むね定員を満たす水準を維持してきた。引き続き利用者確保のための対外的広報活動を強

化し、入居者確保に努める。 

⑵中心荘第一・第二老人ホームの大規模改修・延命化の推進 

 老朽化が進む中心荘第一・第二老人ホームについては、大規模改修による延命化の方向
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で、2021 年度に続いて、さらに行政との協議を進める。 

⑶短期入所事業の規模回復 

えびな北高齢者施設については、今年度のできるだけ早い時期に規模を回復する。えび

な南高齢者施設については、事業規模を回復するための人材確保に、引き続き努める。 

⑷児童福祉施設の展開 

 相模原市の財政難によってフォスタリング機関の設置をはじめとする「社会的養育推進

計画」は 2020 年度末に事実上の凍結状態となったが、その後、相模原市がフォスタリン

グ機関の設置について再度計画を動かし始めたことを受けて、これに対応する（事業者と

して応募する）ための準備を加速する。 

 他方で、すでに「小規模グループケア」が実現している相模原南児童ホームとは異なり、

１ユニットに 12～13 人の児童が生活する中心子どもの家の生活環境、職員配置の改善は

喫緊の課題であり、今年度も 2021 年度に続いて相模原市と協議・交渉を行う。 

 

６．「制度の谷間」、生活困窮者支援の活動の強化 

⑴一事業所一実践の継続 

 各事業所で行う地域住民のための制度外の取り組み（公益的取組）を継続し、さらに強

化する（各事業所の計画を参照）。 

⑵「かながわライフサポート事業」の取り組みの継続 

 神奈川県社会福祉協議会が行う「かながわライフサポート事業」（生活困窮者のための

総合相談と緊急経済支援の取り組み）に継続して参加し、生活困窮者の支援を行う。 

⑶学習支援事業の充実 

 2019 年度に相模原南児童ホームで開始した、地域の生活困窮家庭等の児童を対象とし

た学習支援事業は、2020～2021 年度はコロナ禍のために休止を余儀なくされたが、コロ

ナ禍の収束状況に注視しつつ、より発展的に再開を目指す。 

⑷ユニバーサル就労支援事業の実施 

 いわゆる「ひきこもり」の若者など、就労や社会参加に困難を背負う人々にユニバーサ

ル就労支援を行う事業を一層充実する。 

 

 

Ⅲ．総務部の計画 

１．総務部の方針 

中心会は、海老名市を中心とした神奈川県央地域で、社会生活に課題を抱えた人々が、

自由に、素直に、心の底から喜怒哀楽を表現できる社会づくりをめざし活動したいと願っ

ています。そのためには専門性をもった養護、介護、支援、サポートを皆様に提供できる

ような職員集団の構築が不可欠です。安心して働ける「働きたくなる」職場づくり。ライ

フスタイルに合致した人間味豊かな職場構築。心で作り出すサービス。これらを実現でき

る職員育成に努めます。そして、ご利用くださる皆様に、「中心会でよかった」と言って

いただけるよう、私たちは行動し続けます。 

 

２．社会福祉法人の事務手続き 

⑴理事会および評議員会について 

原則として、理事会および評議員会は６・９・１２・３月の年４回開催する。各開催前

後の必要な事務手続きを確実に行う。 

⑵社会福祉法人に求められる必要な事務手続き 
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社会福祉法及び関係法令に定められた社会福祉法人として必要な事務手続きを、継続し

て確実に実施する。 

 

３．職員の充実 

⑴資格取得支援について 

法人の資格取得支援策に則って以下の取り組みを前年度に引き続き継続しておこなう。 

①介護支援専門員や介護福祉士、社会福祉士等の受験要件や、初任者研修等受講要件を

満たす職員を抽出し、受験・受講を促進する。 

②介護職員に対しては、無資格の正規職員に対する介護職員初任者研修・就労中の正規

職員に対する実務者養成研修など、提携校と協力しながら介護福祉士資格取得ができる

ように支援する。 

⑵「ストレスチェック」の確実な実施 

ストレスチェックの義務化を受けて、今年度も確実に実施できるよう、事業所及び産業

医の協力を引き続き得ながら進める。 

(3)法人全体の職員の教育、育成について 

 ①新任職員研修 

  2023 年 3 月の研修実施に向けて、新任職員が安心して確実に就業を開始できるため

に、参加予定者への事前案内や事業所が企画する研修部分の日程等の確実な回収配布、

外部研修機関との調整等の手続きを確実に行う。 

 ②組織風土診断 

  全国社会福祉法人経営者協議会が提供する無料の「組織風土診断ツール」を引き続き

利用し、配布・回収・データ処理等の処理を確実に行う。 

 ③エルダー研修 

  エルダー研修を実施すると同時に、エルダー制度が法人内に定着し、機能するよう制

度の更なる整備、推進を行う。 

 ④地震･火災 通報訓練及び救援出動訓練 

  年間の訓練基本計画に基づき、確実に総務部および各事業所が実施することにより、

地震又は火災の発生の際に職員が適切に行動できるようにする。 

(4)新任職員への関わりについて 

  前年度に引き続き、就職後一定の期間、正規職員新任職員への面談を総務部にて行い、

働き方等、特に労務面の見地からのヒアリングを行う。このことにより、職員の定着率

向上に寄与する。 

 

４．人材確保 

えびな南高齢者施設及びえびな北高齢者施設の短期入所事業の規模の一時縮小から一

日も早く元の規模に戻すべく、且つ、縮小してもなお欠員となっている状態を改善するた

めに、以下(1)から(5)の取り組みを確実・効果的に実施する。 

(1）法人の「強み」の明確化とＰＲ活動 

 本法人がもつ福利厚生制度等、働き手から見た「魅力」「強み」は何かを職員からのア

ンケート等を通じて明確にし、これらをＰＲ活動の材料として活用し、人材確保につなげ

る。 

(2)インターンシップの取り組み 

学生向けの短時間、短日数のインターンシップについて、昨年に引続き開催する。 

また、参加者のニーズをアンケートを通じて吸い上げ、今後の実施内容の検討に繋げてい

く。 
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(3)児童養護施設学生アルバイトの導入 

長年安定してきた児童養護職員の学生内定者数が減少に転じていることを踏まえ、学生

在学中に児童施設での就労体験の機会を提供することにより、将来の児童福祉の人材確保

に繋がることを期待し、昨年よりアルバイト雇用枠を設定した。 

今年度も引き続き、求人・雇用を実施する。状況に応じて（コロナウィルス感染状況に

よっては）、教員免許が取得できる大学にも求人枠を広げ、福祉の分野を考えていなかっ

た学生に、福祉に目を向けてくれる機会を設ける。 

(4)EPA 候補者の受け入れ 

 2022 年度受入れ予定のインドネシア人候補生 2 名について、来日日程が未確定である

が、確定次第、事業所と協力し滞りなく就業開始できるよう準備をする。 

2023 年度受け入れ予定の EPA 候補者については、今後のマッチング状況および国際厚

生事業団からの情報提供を注視し、対応する。 

(5)EPA 候補者の導入拡大 

 次年度の EPA 候補者導入に向けて、求人登録手続きや、現地説明会への参加等、継続的

に導入できるよう取り組む。 

 

５．労務管理面 

(1）職員が安心して就労継続するための社会保険業務について 

社会保険業務のキャリアを積んだ職員を中心とした担当チームにより、各種制度利用

の提案や、スピーディーに職員からの要望に応え、職員が安心して就労継続できるよう

に継続的に支援、社会保険業務をおこなう。 

(2)「働き方改革」への取り組み 

  国が打ち出した「働き方改革」を踏まえ、同一労働・同一賃金等、今後の具体的な指

針等を踏まえ、且つ、本法人の職員がより「働きやすく」「やる気」をもって就労でき

るよう、改定した給与処遇制度、制定した人事考課制度について確実な運用と必要に応

じた見直しを行う。 

(4)労務面における事業所管理職、指導監督職への教育および支援 

人材不足により残業時間が増加し、また、労災発生件数が増加傾向にある。 

出勤簿への正しい記入方法や労働時間に係る法的ルールの知識、労災の基本的な考え

方・知識が分かるような資料を作成するなど、管理職・指導監督職が確実に労務管理

を行うことができるよう支援するためのツールを引続き開発・検討する。 

 

６．会計管理面 

⑴正確な処理、確実性の向上について 

本年度も、決められた納期までに確実に会計業務を行うことを目標に業務整理、効率

化を進めながら継続的に実現する。 

このことにより、経営トップが刻々と変化する取り巻く情勢に迅速に対応できるよう

経営判断材料をアウトプットする。同時に各事業所管理職にも月次収支状況を継続的に

配信し、実態の把握及び分析を事業所単位で実施できるようにする。 

 

⑵収入予測、状況把握 

各事業所の収入の増減に関わる環境変化、状況変化の情報を事業所から定期的に収集

することにより、実態に合った収入の予算だてを行えるようにすると共に、それにより

総務部としても各事業所の状況把握ができるようにする。 
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(3)会計監査人について 

昨年度の国の設置基準見直しの動きから、本法人は 2023 年度から適用となる見通し

となった。国の動静を注視しながら、2018 年度に行った選定作業により絞り込んだ受

託業者数社との情報交換は継続していく。 

 

７．経営基盤強化・施設設備整備について 

ショートステイ縮小が続き、一部の通所介護事業の経営実績の伸び悩みを背景に厳

しい財政の中、確実にプラスの収支差額を生み出し、ショートステイを復活させて、

且つ、設備維持を実現化するために、2022 年度は以下のとおり取り組む。 

⑴法人全体の取り組み 

①コストダウンの取り組み 

ここ数年で、一部の事業所において、電力会社を切り替え、また、その後ＬＥＤ化

を行ったことから、それらによる電力削減の効果測定を改めて行うと共に、再度電力

会社を他社に切り替えた場合のメリットについて、調べを進める。 

②積立金の利用計画 

  法人全体の収支状況の改善も踏まえ、下記(2)の各拠点の修繕に向けて、積立金を

どのように運用するかについて、積立金の状況、設計監理事務所や保守業者からの情

報、行政等公的機関からの補助金・助成金の情報を踏まえ、今後の運用計画案策定に

向け、準備を進める。 

 

⑵拠点ごとの取り組み 

①中心荘第一老人ホーム・第二老人ホームは、当面の間、事業所を継続的運用ができる

ように、大幅なリフォーム・リノベーションを行うことを想定し、工事内容の精査、

補助金の精査、設計監理事務所との折衝、入札活動等を確実に実施していく。 

②えびな南高齢者施設においては、開設より 23 年を迎え、浄化槽設備等の給排水設備

や外壁等、更新工事の必要が生じてきた。設計事務所と調整を図りながら、どの箇所

から着手するか、優先順位をつけ計画的に実施していく。 

③えびな北高齢者施設においては、修繕や設備更新の必要性が生じた際は、大きな資金

が必要となる。今後修繕、設備の資金を蓄えることができないと、いざというときの

資金繰りに窮する。今は、設備や器具の正しい使い方を熟知し、こまめに整備・修繕

することによって、更新期までに不要な修繕費用の発生を抑えたい。 

④中心子どもの家および相模原南児童ホームは、5％の黒字を維持するとともに、建物

説備の修繕コストを各拠点の中で吸収できるように収支バランスを調整する。そのう

えで資金を蓄え、小規模ユニットグループケアへの移行や、入所者人数減に伴う収入

減に向けた施設整備等積立金、人件費積立金の積み立てを視野に入れていく。 

 

８．事業継続計画の再構築について 

事業継続計画については 10 年前に、「大規模地震災害」を想定して法人全体をカバーす

る形で作成した。しかし、地震だけでなく、パンデミックも取り上げる必要があることも

踏まえ、改めて事業継続計画を総務部の単位で、プロジェクトチームを編成して作成する。 

(1)想定するリスクは次の２項目 

①広域的に被害が及ぶ自然災害（地震など） 

②広域的に被害が及ぶ感染症（パンデミック） 

(2)全国社会福祉法人経営者協議会などの業界団体で作成された「事業継続計画の作り方」 

のマニュアルなどの書籍等を参考にする。 
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(3)プロジェクトは、主に毎月行う総務部スタッフ会議の中で進める。 

(4)事業継続計画の作成過程において、必要なヒト・モノ・カネを明確にする。それによ

り必要となったモノを確保するための予算は、途中の補正予算で申請していく。 
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９．２０２２年度総務部年間予定（主な定例事項） 

 法人総務 財務会計 人事労務 

※求人活動通年実施 

４月  ・各種補助金申請 

・各種補助金報告 

・決算整理 

・辞令交付 

（昇給・昇進・異動） 

・各種職員異動届 

５月 ・監事監査 

 

・決算整理 

・法人税・消費税確定申告 

・一次補正予算準備 

・健康診断（７月まで） 

・医療機構掛け金納付 

６月 ・理事会（えびな北） 

・評議員会（えびな北） 

・情報公表、現況報告 

・法人資産登記 ・労働保険年度更新 

・処遇改善報告 

・期末手当支給 

７月   ・社会保険算定基礎届 

・内定者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

８月  ・二次補正予算準備  

９月 ・理事会（相模原南） 

・評議員会（相模原南） 

  

１０月  ・三次補正予算準備 ・内定者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

１１月  ・三次補正予算準備 ・健康診断（１２月まで） 

・法人内職員意向面談 

１２月 ・理事会（えびな北） 

・評議員会（えびな北） 

・財務指標提示 ・ＥＰＡ受入 

・期末手当支給 

・年末調整 

１月  ・当初予算編成準備 

・各種補助金変更申請 

・法定調書提出 

・給与支払報告書提出 

・職員配置計画案 

・内定者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

２月 ・諸規程改定準備 ・自動車保険更新 ・処遇改善計画提出 

・人件費予算組立 

３月 ・理事会（相模原南） 

・評議員会（相模原南） 

・施設賠償保険更新 ・労使協定書作成 

・新任職員研修 

・労働契約書準備 

・一時金支給 
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Ⅳ．ユニバーサル就労支援（ＵＷ）事業の計画 

 

事業方針 

ユニバーサル就労支援（ＵＷ）事業では、対象者を一切限定せず、「働きたいけれど働

けずにいる人」からの就労相談を受けつけてきた。事業の周知を進めたことで相談は常に

あり、8年間で多くの方々を就労や社会参加に結びつけることができた。近隣の自治体や

多方面とのネットワークも築いてきた。 

毎年一定の成果を上げてきたが、一昨年度からは感染症の拡大で、ＵＷ事業の現場にも

影響が現れた。失職や収入の減少、それに伴う生活困窮という深刻なケース、外出自粛が

求められる中、孤独感や不安感を深めているケース、家族仲が悪くなり追い詰められてい

るケースもあった。また、雇用環境が悪化したために就職活動が困難になっているケース

や、そういう社会状況を目の当たりにして活動を躊躇しているケースもみられた。世の中

が自助努力を求める空気の中、相談がしにくかったという声も聞かれた。 

昨年度は、こうした状況に対応するため、関係機関や多方面との連携を強め、より包括

的な支援を心がけてきた。また、相談控えをしないよう、ＵＷは感染症が広がる中でも相

談の門戸を開いているという法人の姿勢をアピールしてきた。外部の企業には、感染症対

策を理由にＵＷ実習を受け入れてもらえなかったり、新規の企業開拓が進みにくかったり

もした。その分、法人内部でのＵＷ実習を充実させ、相談者の就労への動きを止めないよ

うに留意した。 

感染症の影響がある一方で、昨年度は従来通りの相談内容に戻ってきたという印象も強

い。つまり、長期ブランクやひきこもり、複合的な背景が原因で就労困難になっていると

いう、もともとＵＷに多かった相談である。そうした相談者は、社会状況に関係なく存在

し続けているということである。社会不安が増すと、もともと不安感を持っていた方々は

さらに不安感を強くするという傾向もわかってきた。 

ＵＷ事業 9 年目となる今年度も、まだ感染症の影響は続くと思われる。従来とは異なる

様々な困難を抱える方々への対応はもちろん、もともと困難を抱えていた方々が見えにく

くなり狭間に落ちてしまうことのないよう、支援を必要とするすべての方に、丁寧な伴走

支援を心がけていきたいと考える。 

 

事業内容 

 本事業の柱は以下の三点である。 

① 就労困難な人を継続的、多面的に支え、社会参加を実現すること 

② さまざまな事情を持つ個人と、職場との双方をフォローし、つなぐこと 

③ 連携して支援をしていくための地域ネットワークを構築すること 

（昨年度に続き今年度も、上記を基本としながらも、従来の就労支援の枠を超えるよう

な相談にも柔軟に対応したいと考える）。 

 

具体的な活動内容は以下のとおりである。 
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項目 内容 

事業の周知・広報 

関係機関への訪問活動、パンフレット配布、広報誌の活

用、ホームページの運用、セミナーや相談会の開催によ

り、支援を必要とする人への情報周知を行う。 

相談支援 

支援を希望する人との面談、継続した相談支援、他の適

した機関へのつなぎが必要な場合には伴走型の支援。 

*目標相談件数 50 件 

就労準備支援・就労

訓練支援 

支援を希望する人の要望や事情に合わせて支援計画を作

成。社会参加に向けての就労準備支援と就労に向けて実

践的なトレーニングを積む就労訓練支援を行う。就労ト

レーニングは中心会内の事業所または他の企業や法人に

依頼して現場で行う。実習中は本人と職場双方をきめ細

かくフォローする。 

＊目標支援件数 30 件 

継続支援 
就労訓練後の進路相談、就職活動、職場への定着まで、

継続して伴走型の支援を行う。 

中間就労の機会創

出 

就労訓練から一般就労までの距離が遠く、その狭間で足

踏みしてしまう人に対し、中間的な就労の場を提供する。

（有償コミューター） 

＊目標実施件数 3件 

企業開拓 

ＵＷを理解し、受け入れ先となってくれる企業や事業所

を探し、協力を依頼する。ノウハウを伝え、受け入れ後

のサポートも行う。 

法人内でのＵＷ実

習受け入れのスキ

ルアップ 

中心会の各施設現場において、ＵＷ実習やコミューター

を受け入れる際の実習生・コミューターへの指導・教育・

見立てなどのスキルアップをはかっていく。 

地域ネットワーク

の構築 

行政の担当部署や関係機関、企業、各種法人、団体への

訪問活動を行い、ＵＷへの理解を広め、各分野が連携し

て相談者を支えるための地域ネットワークを構築する。 

ＵＷ担当者のスキ

ルアップ・関係者と

の連携 

ＵＷ担当者自身がよりスキルを向上させるため、また関

係機関や関係者との連携をはかるために必要な講座や勉

強会、交流会等に参加する。（状況によりオンライン参加

を活用する）。 

地域への発信 

ホームページ、広報誌、講演の機会などを活用し、ＵＷ

の成果を発信していく。それにより、ＵＷの社会的認知

度を高めていく。 

 

 


